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第63回地域問題研究交流集会報告

2021年3月16日(火)の午後14時から第63回地域問題研究交流集会がオンライン会議シス

テムZoomを利用し開催されました。

本学の長友薫輝教授（奨励研究員）をコーディネーターとし、学外から鈴木靜先生（愛媛大

学教授）に「コロナ禍と高齢者の人権」をテーマに講演いただき、一般、学生、教員など約25

名が参加しました。今回の地研通信では識演の様子を掲載いたします。
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(長友）

それでは時間になりましたので進めていきた

いと思います。

今日は地域問題研究所の研究交流集会という

ことで本学の学生、教員だけではなく非常勤で

長年お世話になっていた村瀬さん、みえ医療福

祉生協の副理事長の寺崎さん、あと東京からは

鐘ケ江さんにご参加いただいております。後ほ

ど鐘ヶ江さんにはお話をいただくことになると

思いますので、その時に自己紹介を含めお話し

いただければありがたいなと思っております。

今日お話しいただくのは愛媛大学教授の鈴木

靜先生です。鈴木先生には大学院生の頃、 もう

20年以上も前からお世話になっております。

今日は鈴木先生に1時間ほどパワーポイントの

資料を使ってお話しいただいて、 5分ほど休憩

を取りまして質疑応答あるいは補足等のご説明

をいただければと思います。それでは鈴木先生

よろしくお願いします。
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(鈴木）

（コロナ禍での学生の様子など）

こんにちは。愛媛大学で社会保障法を教えて

います鈴木靜と言います。今日はよろしくお願

いします。

今日は皆さんに事前に「コロナ禍と高齢者の

人権」っていうことで国連の動きとそれから日

本で高齢者人権宣言を作ったその流れを事前資

料としてお渡ししています。先週、井上英夫先

生の講演の録画を見せていただいたのと皆さん

からの質問もいただいて少し構成については変

えてやっていこうかなと思っています。

まず、今の状況でいうと本当に今年はコロナ

禍で愛媛大学もそうですが三重短期大学の皆さ

んも本当に苦労されたかと思います。特に1年

生は楽しみにしていた大学生活がある意味全部

すっ飛んでさわったこともないzoomですね。

今日だってそうですよね？何となくこの4月、

5月いつ頃から始まったかわかりませんが『質

問ありますか？」って対面で言われたってちょ

っと厳しいなと思うのに、 こうやってZoo、や

他のオンラインの授業が始まって、始めて習う

ことばかりだからどうしていいのか分からな

い。けれどもｲ可となく相談もできない。

愛媛大学の学生もみんな言っているのはl回

生の子たちは友達が出来なくて辛いというふう

に言っています。だから本当に大変な中、皆さ

んたちが頑張ってきて、愛媛大学の学生たちを

1年間見てきて三重短大の皆さんも一緒だと思

いますので、まず本当によく頑張られたと思い

ます。だからこそ私は皆さん達は良いソーシャ

ルワーカーになられるだろうなと思います。愛

媛大学の私のゼミ生は週1回ずつゼミをしてい

て話すと、ああ、 この子達は良い社会人、良い

公務員になるだろうな。ならざるを得ないだろ

うなっていうふうに思います。

Zoo、でゼミをしていた時なんですけれど

ね、ああ、凄いなあと思いました。何がかと言

ったら、私は今も言った通りもう慣れたことだ

けでもやっと、そんな中でみんなよく頑張って

いるしんどいでしよ？って言って。 うん、 うん

と学生が頷いていたんです。ちょうど夏休み前

くらいだと学費を下げろ！ とか休学を考える、

退学をせざるを得ない学生が出てくるというこ

とを報道でいわれていたこともあって、私は自

分のゼミ生3年生は7人いるんですが、みんな

も考えたことある？と聞くと、 うーん？っと言

いました。やっぱり1年生よりは友達もいるし

授業が普通どのような感じか分かるけれどもリ

モートの授業zoomもしんどいしｲ可より自分で

私たちのところはこれについて書けというので

教科書とプリントをパラっと配ってね課題を毎

回出させられてそれがしんどかつたと言うんで

す。

何をやっているんだろう？下手したら一日中

パソコンの前に向かって難しいことを一所懸命

に書き続けてそれに追われてしんどかつた。 も

う辞めたいという気持ちもあったし、 イ可のため

に学んでいるんだろうと思ったっていうと、他

の子たちも思った、思ったと言い出してもう本

気で辞めようかと思ったと言う子の後にある男

の子がゼミでそう真面目なタイプでもないんで

すが、俺は大学生でよかった。愛媛大学でここ

で学べてよかったと思うと急に言い出したんで

す。 どうして？って聞いたらニュースを付けて

いてもこんな誰も経験したことのないコロナ禍

の中で感染状況がどうなるかわからないそうい

うニュースがどんどん入ってくる。ネット開け

ばいろんなデマも含めてどんどん入ってくる。

不安だから情報に触れれば触れるほどもっと不

安になる。何が正しくて誰が言っているのがど

れがまともな話でどれがまともじゃないのか分

からない。

でも大学の授業を受けていて先生はこの状況

の中でここが大事という視点を言ってくれる。

回答はしてくれない。 これからどうなりますよ

というのは誰も言えないけれどでも大学の先生

は今の状況に対してこれまでで考えた時にはや

っぱりここが大事ですよとかこれまで里ういう

蓄積があるからこういうことを一生懸命やって

いかないといけないんですよというのを聞くと

考える切り口をもらって安心材料になったと言

われたんです。

例えば長友先生とちょうどメールでやり取り

していた時だったこともあってなぜこんなに医

療がひっ迫しているのか？といった時に国立病
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院の統廃合が80年代に凄く進んだ保健所が90

年代からガンガン減らされてきたこういうこと

が影響しているんじやないか。長友先生とのメ

ールのやり取りの中で先生は時系列でどれだけ

国公立病院が減ってきているかとかの表を付け

てくれていたんです。かなり詳細な表だったの

で学生にはそこまで出さなかったのですが、こ

ういうような表が出ていて今の医療のひっ迫と

いうのは今までの医療政策がこうだったからそ

こで今こういう状況が起こっているんですよと

いうと、何となくそれはその学生にとってはあ

あそういうことか1今初めて起きることは全て

新しいことだと思っていたけれど繋がりがある

んだってわかったと、だからこれは社会保障の

分野でもそうだし、他の政治の先生はかつての

ここはこうだったという歴史を知るということ

が今の立ち位置、足元を固めてくれるって言い

方をしたのかな？フラフラしなくて済むので少

なくても先生たちはこう見ているんだ。確かに

そういう見方をすれば今の社会が見えてくると

いうふうに思った。これは大学に来ていなかっ

たらこんなこと思わなくてインターネットで自

分でもこれどうかなあ？と思いながらそういう

ものに煽られていたと思うと言ったら、確か

に！って他の子達も言い出したんです。ちょっ

と長く話してるんですが、これが大学だと私が

学生に教えてもらいました。

私たち大学教員は皆さんに単位認定するため

にねレポート書いてもらって長友先生も私もし

たり顔で成績を付けたりしますが、何か回答が

分かっているからじやなくて何をどう考えたら

いいか歴史と理論と比較とこれまでわかってい

る知識は皆さんに提示できる。特に時代にあわ

せながら今特にここが重要だと私は考えますよ

という問題提起はできる。なのでそうやって回

答が分かっているわけではない。むしろこうい

う状況になるからこそなぜ学ぶのか？ってそれ

だけしんどいからみんな考えたんですよね。パ

ソコンの前で友達にも会えず、 LINEしていて

もLINEしているのも生活がワンパターンで飽

きてきたって言っていました。返信するのも面

倒くさくなって、だけどそうすると何でこれを

するんだろう何で学ばなければいけないんだろ

う。学んでいく中である子がそう言っていて、

その週はへぇこの子そんなことを言うんだとい

うような顔で誰も何も言っていなかったんです

が、 1，2週経って、後期には対面授業が始まっ

て確かに彼が言っていたことはその通りだと思

う。大学の学びというのは直ぐに役に立ったり

回答をくれることではなくて、今の社会をどう

見ていくかを考える切り口をくれることだし、

それがあると将来も考えられるんだという言い

方をしました。

あわせてどの先生も言っていてもう聞き飽き

たというのが、将来は私たちにかかっているっ

て言われてもう嫌になりましたって彼が言った

んです。これからこういう問題をどうしていく

か？病院をどうしていくか？社会保障をどうし

ていくか？人権をどうしていくか？みなさんが

ですよ！と言われて。俺たちなの!？こんな大変

な状況になって、政治家じゃないの？俺たちな

の？けれどもやっぱりそうやって口にした数週

間後にまた言い出すんですよね。まあ政治家は

政治家でやるべきことがあるけれどやっぱり俺

たちが考えていくことは大事なことだというこ

とが何となくわかってきました。その代わり今

すぐ回答があるって言うことではなく、将来を

どう考えていくかということをやっぱり一人一

人が考える大事だというのはなんとなく雰囲気

で分かってきました。みたいなことを私のゼミ

生は言っていました。

そのぐらい学ぶということは何なのか？大学

で学んでそれを活かしていくということはどう

いうことなのか一人一人が何で学ばなければい

けないのか？そこを私が言ったわけではなく学

生たちがゼミを通じたり一人で考えたりしてい

る中で、この子たちは私や長友さんが平凡な大

学生で、真面目に何のために学ぶのかなんて考

えずに良い職業は9時5時で帰れて楽で高給取

りでと思っていたかもしれません。

けれども今の人達は何のために学ぶのかある

いはエッセンシャルワーカー皆さんたちもソー

シャルワーカーなどになるところに入ってき

て、ニュースなどを見ていたらすごく複雑な気

持ちで見ているでしょうね。私はああやって働

くのかしら？凄いなと思いながらあんなに働け
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るかしら？とみていると思うのね。その中で今

の若い時期を大学で過ごしている。そしてそこ

を支えてくださる先生たちがいるこういう機会

もある。そういう中で皆さん達コロナ禍でいい

ことがないと思うんですが、でもその中でこそ

のいいことは若い皆さん達に私は励まされてい

るような気がするし、皆さん達に原点を教えて

もらっているなというふうに思います。この話

をしながらだんだん入っていこうと思います。

だけど井上先生が歴史が大事だと言われるの

で私は本当に平凡なので言われたことはやろう

と思って先生の勧める本を読んでいったんで

す。先生の勧める本、勧める本難しいんです。

現地が大事だというとじやあ一緒に連れて行っ

てくださいといって一緒に行ったりして。そう

していく中で見えてきたものが今日ここから入

っていくところです。

（津久井やまゆり園）

まず何で人権が大事かといったときにその前

提の現実がどうあるかということです。画面を

共有していきます。まず先週、井上先生が話を

していた津久井やまゆり園の仮園舎です。仮園

舎というのは津久井やまゆり園自体は殺人事件

が起きたっていうことがあって、一旦横浜の方

に皆さん避難してそして使ってない横浜市の施

設で仮住まいをしています。そして、そこはマ

スコミも研究者も生活の場ですし事故の後です

ので、施設に入れないと言われていたんです

が、尾野さんご夫婦に私と井上先生が頼んだん

です。息子さんに会わせて頂けますか？今はい

ろんなテレビにも出ていますが、まだこの時は

出る前でした。 「えっ会ってくれるの!?」と尾

野さんが驚いて、井上先生は先ほど言ったよう

に現地に行かなくてはいけない。

何かあったらじやあやまゆり園に行こうと言

うわけですよ。被害にあった人に会おう。園長

に会おう。植松に会おうと言うわけですよ。そ

んなのどうやってできるの？と2016年くらい

でしたか思ったんです。ただ先生が会うといっ

たら会うんです。だって会わなきや分からない

だろと言われて。

それで私から尾野さんにお願いして、会わせ

てくださいと言ったら「いいですよ」 と言って

これは私が撮った写真なので井上先生しかいな

いんですが私が入っている写真も尾野さんが持

っているこのカメラで撮ってね。それをご自宅

に飾っているんです。どうして飾っているんで

すか？とご自宅に伺った時に聞いたら家の息子

に会いたいと言ってくれた研究者は井上先生と

鈴木さんが初めてだよ。会ってやまゆり園に行

ってそして家の息子に会って、そして話も聞き

（人権のことを考える）

先週、井上先生の講演の録画を見せてもらっ

て津久井やまゆり園事件、ここで最初に自己紹

介をしておきますと私は井上英夫先生の教え子

なんです。大学院の時からですので大学院で5

年それから就職して20年になりますので25年

井上英夫先生のもとで学んだり一緒に共同研究

をしてきました。私は凄く平凡でね、井上先生

があれだけ人権が大事だと言われているのに私

はそれがわからなかったんですよ。人権が大

事！まあそれは道徳とか憲法ではいうけど…そ

れはそうでしょうくらいの気持ちでいたんで

す。あの先生は教え子の私には何も教えてくれ

ないんです。なので、先週も潜り込んで先生の

講義を聞いてそれで、私今でも皆さんと同じ気

持ちで学んでいるんです。

先生の言ったこととか後から考えるんです

よ。何で人権が大事なのか？前回はあまり言っ

ていなかったけれど自己決定権。人権の本質っ

て何なのか人間の尊厳だ。じやあ人間の尊厳っ

て何なのかという問題もあるし、あと人権が保

障されると言った時に大事なのは何かというと

自己決定権と他の人との平等が保障されている

ことなんだ。自己決定権って何で重要なんです

かね？それはわざわざ誰かが否定しないけれど

も、何でそんな当たり前の事をこの井上先生っ

て人は誰よりも熱心に言うんだろう？でも人

権、人権って言っても世の中良くなっていない

じやないかとも思う。今は違いますよ。ただず

っと思っていたんです。分からなかったんで

す。論文も読むし自分で下手なりに若い時に書

いたりもしたけれど、それでもずっと分からな

かったのが人権ということでした。
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たい、話せませんよと言っても言葉じゃなくて

いいんです。彼に会わないと私たちはこの事件

を調査研究できない。やっぱり被害にあった彼

から教えてもらいたいんですと言って会ったん

です。それで先週も言っていたように尾野さん

は私たちにずっとでも家の子はね凄い人見知り

で特に知らない男性の人にはね「会わない会わ

ない」と言って逃げちゃうんだ、そうしたらご

めんねって言っていて。それも彼の意志だから

いいんですよと言っていたんですが、会いまし

た。そうしたら会わないなんて言わずにこうや

って一緒に写真も撮ってくれました。

どう？テレビと比べると表情がないでしょ

う？私初めて会ったのがここだったからテレビ

とか今映画が出来て尾野さんの豊かな表情を見

ていると涙が出てくる。本当に環境次第で無表

情なのか笑顔なのか笑顔が全てじゃないけれ

ど、暮らしって無表情で暮らしても暮らしなん

だろうかと思わされました。ここで会って私た

ちのことはこうやって一緒に写真も撮ってくれ

てだけどやっぱりこの頃は無表情です。

おそらく井上先生は後で後でと言って時間が

なくて本当はノルウェーのものも見せてあげた

かったんだけど、 と言っていたのでちょっと引

き継ぎますね。

ハンセンという人はノルウェー人です。ハンセ

ン病の政策というのは一定の時代はノルウェー

がすごく進んでいた。もうノルウェーだとハン

セン病の人はいないんです。治ったという人も

いない。でも当時のことをお聞きしたいといっ

たら、じやあ今、 90歳を超したアンナさんが

ご自身の妹さんやお父さんお母さんがハンセン

病だった方なので会いに行くといいですよ。そ

う紹介して頂いて会いに行ったんです。何処に

アンナさんいらっしゃるんですか？と聞いたら

最初の時はご自宅だったんですがこの写真の時

にはいわゆる日本でいう老人ホーム、でも北欧

だと井上先生も言っていましたが集団的な生活

で一人一室なんて暮らし方というのは現代の人

権保障としては相応しくない。どんな状況にな

っても高齢になって介護より広いケアが必要に

なった時でも家に住めなきやいけない。その家

は自宅が一番いいけれど自宅では住み続けられ

ないというのであれば昔の老人ホームを家に改

造しましょうそう言ってここにアンナさんに会

いに行ったんです。

家って、皆さんたちが例えば三重短大に入っ

た時にご自宅ではなく一人暮らしをするアパー

トあれを家と思ってください。家を探すといっ

たらどこをポイントにしますか？日当たりとか

もあるでしょうけれど、どんな子でも愛媛大学

の全然自炊をしない男の子だって台所がないと

いう家に住んでいる子はいません。今どきだっ

たらバストイレ付いていて当たり前だし、愛媛

のまわりだとバストイレ別の子もいます。 トイ

レがありお風呂がありキッチンがあり、できた

ら2部屋。でも学生の場合だとコロナ禍じやな

い時だったらほとんど学校行っちゃうからちょ

っと広めの部屋でテーブルがあってベッドが置

いてあってという感じかな。でも今、現代的に

いったら少なくても若者ですらそうですよ。

このアンナさんだって前のお家に行くとノル

ウェーの田舎のお家に住んでおられてキッチン

もあり、バストイレもあり自分のお部屋もあ

り、 リビングもありゲストルームもありという

ところでした。そして彼女は自分のいわゆる特

別な住居に入るっていった時にここの一室に入

りました。ここからねアンナさんにお願いして

（ノルウェー、ハンセン病）

この人はノルウェーのアンナさんです。なん

だか井上先生も何だろうね。まるっきり純粋な

日本国籍の人ですが、北欧に行くと違和感がな

いくらいノルウェー人のアンナさんとまるで年

寄り仲間のようだね。井上先生北欧に行くと割

とすんなり溶け込むんです。

アンナさんはこの時90歳でした。井上先生

70歳なんですが二人並んでいて20歳以上の年

の差があるとは思えないくらい。私たちはこの

アンナさんに会いに行ったんです。高齢者なら

誰でもよかったわけじゃなくアンナさんに会い

に行った。何故かというと私たちは日本のハン

セン病の隔離政策、医療政策として人を助ける

ための医療政策なのにその政策自体が隔離政策

という人権侵害を起こしてしまった。

なぜそんなことが起きたのか？ハンセン病の
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「お部屋の様子撮っていい？」 と聞いて「いい

よ」というのでアンナさんの日本でいう老人ホ

ームの一居室になると思うんですが、 日本だと

8畳でも10畳でもベッドがあって小さいテー

ブルがあって小さいダンスがあるくらいです。

台所がついているのは特別ルームです。しか

し、 ここではこれが普通なんです。そして近所

に住んでいる娘さん今皆さんの画面に見えてい

るのが娘さんです。近くでお医者さんをされて

いるんですって。じやあお医者さんされている

ならお金持ちの良いところ？と言ったら、いい

えこれは私の年金で入っているところだから娘

は頼りにしていないからと言っていたので娘さ

んがお医者さんであったとしても普通の高齢者

です。じゃあ今からちょっと映像を流します。

し入っていたんです。でも私たちのことはよく

覚えていて私のことも日本の孫だとよんでくれ

て。そういう認知症の方だと思ってください。

それでもこの台所です。使っている気配はな

い。どうしてこんなことをするのとあえて聞く

と、だって私だったら台所のある家に住みた

い、台所がなかったら家って思えないって職員

の人がいろんなところに行くと井上先生は必ず

なのか敢えてなのか聞くんです。そうすると必

ずかえってきます。あなたの家にも台所がある

でしょう？特にこのノルウェーのアンナさんな

どは本当に苦労した人でお母さんがハンセン病

になって療養所に行ってしまってからお母さん

の代わりをして5人も6人もの弟たち、妹たち

を育てたんですって。お父さんの面倒も見たん

です。台所一切合切をやってきた人、この人な

んだから台所があるということが暮らしの一番

の拠点でしよ。ここまでいかなくてもみんな台

所があるというのが普通なんじやないって言う

んです。ここだけではないんですよ。他のスウ

ェーデンの田舎の所に行ったってどこにだって

台所があります。

これはスウェーデンです。ここなどはもっと

わかり易くありますよね？間違って火をつけて

しまわないように認知症の方のお部屋にはガス

も止めているしガスの上には火を使えないよう

にしている。けれどもいつでもこうやってお茶

は飲めるようにしている。なんとなくこうやっ

て立っているところに職員の人が「どうされ

た？」 と聞くと 「お茶を入れようと思って」

と、 じゃあ私が入れてくるわねと職員が入れ

る。だけどここは絶対大事なんだという言い方

をするんです。そしてこれもここはもうアンナ

さんのお部屋では無いんですが、私たちノルウ

ェーやスウェーデンに行っても老人ホームいわ

ゆる日本の老人ホームを見せてくださいって言

うとね、 リビング以外でやっぱりリビングとは

別にベッドルームがありますし、さっき動画を

見てもらったところがキッチンがあってアンナ

さんが居たところがリビングです。 リビングの

奥に形は違えどベッドルームなどがあります。

これも別のお部屋で自分のお孫さんの写真、こ

うやっていろんなその人その人のまるで自宅の

⑤

（ノルウェーの高齢者福祉施設）

見てもらいましたこれが日本流に言えば老人

ホームー室に当たるところです。これ以外にこ

の特別な住居って呼ばれている家ですが、入口

のところにはお部屋には入れなくても来客と会

えるようなリビングがあります。今見ていただ

いたのは全くのプライベートな部分です。これ

が現代の北欧の人権保障に相応しいケアだとい

うのが目に見えるかと思います。よく見ていた

だくとわかるんですが、ここ実は使えないんで

す。

アンナさんはこの時点で90歳を超して認知

症も少し入ってきた時でした。だからこそ、こ

こ電気のIHになっていると思うんですが、普

段はここ綺麗さっぱりヤカンも置いていませ

ん。それでも台所はあるんです。ちょっとコー

ヒーを飲みたいというときには火を使わないコ

ーヒーポットもあるし娘さんが来ていないとき

は？と聞くとそこの職員の人がコーヒーを入れ

ていってくれるんですって。けれども今回は日

本から井上と鈴木が来るっていうのでこうやっ

て娘さんが来たりあと何人かね、おばあちやん

と一緒に会うわという人が来てくれていて家族

がいる。この段階だとアンナさんは認知症が少
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ように暮らしていくということを一生懸命にし

ている。今こういうものを見た時に人権が大事

だという意味が少しは掴めた気がすると私は思

ったんです。もちろん人権侵害を救済していく

ということもあるけれど現代的な当たり前って

いうことをその経済的な状況にかかわらずちや

んと享受できることだなということですよね。

私は今40代です。長友さんもそうかもしれ

ませんが、両親が介護が必要になっても絶対老

人ホームに行きたくないって言うんです。特に

母です。何故かというと老人ホームに行くとい

ったら自分が人さまと一緒に暮らすからいろん

な我慢をしなきやいけないのは毎日はツラい。

だからこそ介護保険を使いながらでも家がいい

と言うんです。

アンナさんに聞きました。ここに入るの嫌じ

やなかった？それは家が一番いいわよ・けれど

もここには私の大事なものがいっぱいあるし、

ここでもこうやってみんな来てくれるからここ

は私の家だからというふうにいっています。そ

ういうことなのか。やっぱり私は施設に入った

らアンナという名前があってレース編みが得意

でこういう絵が好きでそういう個性を捨てずに

生活ができる。これがどこのどんな田舎でも徹

底しているということがノルウェーやスウェー

デンの老人ホーム、ケアホーム特別な住居の当

たり前になっている。こういうものを見て帰っ

てくるとあれ？日本の老人ホームは母が老人ホ

ームに入るのはいろいろ我慢しなきやといって

いる意味が分かるなと思います。

こちらはスウェーデンの田舎で会った方で

す。これはスウェーデンの特別な住居。この真

ん中にいるのがケイコさんという方です。重い

認知症の方。スウェーデン人の方と結婚されて

ずっとスウェーデンで暮らしていましたが旦那

さんがすごく頼れる方で旦那さんとは英語で話

していたそうです。旦那さんが亡くなりまし

た。彼女はスウェーデン語が話せない。そして

だんだん認知症が重くなってお一人では暮らせ

なくなってこの特別な住居に入ることになりま

した。もちろん職員の人達は英語が話せるけれ

ど、この年代の高齢の方は英語が話せないんで

す。

そうしたら職員の人達はこの方が他の高齢者

とも話せるようにスウェーデン語を覚えるとい

う努力をしてほしい、けれどもそれはすごく大

変なことでもあるだろうから日本語を話してほ

しい。通訳の人に頼んで日本人でここの地区に

来る人が居たらこの人を見舞ってあげて、私た

ちも行ってあげてと言われて、 もちろん行きま

すよと行ったんです。彼女は私の手に手を置い

ているの分かる？こういう日本語が話せる孫み

たいな女性が来てすごく喜んでくれる。認知症

だから私の顔を見てあなた日本語上手ね、上手

ねと繰り返して日本人なんですよと言うとあら

そうと言うんだけれど、 3分後にはまたあなた

日本語上手ねとまた繰り返します。

かなり重い認知症の方でした。それでも職員

の人達は日本語を話す機会が大事だと考えて一

生懸命伝えていきます。けれども意地悪な私た

ち、井上先生も私もいろんなことを知りたいか

ら敢えて聞きます。でもこんな田舎だったら日

本人ほとんどこないでしょう？この方半年や一

年に1回くらいしか日本語話せないの？と聞く

と、そんなことないわ2週間に1回、 lか月に

1回は話せているわよと言うんです。この人だ

って初めてのあなたよりも家族のほうが良いか

ら家族と1週間に1回やlか月に1回話してい

るわ。 と教えてくれるんです。

どうやってと聞くと皆さんどうやってだと思

いますか？この方にとって旦那さんが亡くなら

れ国際言語もあまり上手ではないだけどお部屋

の中はご自宅のようになるべく工夫しながら入

ってもらってもこの人にとってはとってもスト

レスフルだと職員の人は分かっています。だか

らこそどうケアを工夫するか日本人に来てもら

うなるべくスウェーデン語で話しかけて少しで

もスウェーデン語を覚えてもらう。だけどやっ

ぱりこの人にとって大事なのは旦那さん亡き後

日本にいる家族です。 日本の家族だって高齢だ

からスウェーデンに飛んでこれるわけではあり

ません。飛んでこれたとしたって数年に1回で

しよ。どうします？ここが凄いなと思ったんで

す。

これは制度ではありません。 とことん人権保

障を具体化していくケア職員として制度があっ
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てそこで哲学をもって人権保障をやっている人

の発想だと思います。 「簡単なことよ、電話す

ればいいのよ・今はインターネットでSkypeも

あるしね」と言われました。職員の人は日本語

話せないでしよ？一番最初だけ通訳の人に来て

もらって2週間やlか月に1度日曜日の日本の

午後8時にこちらから電話をします。すぐに私

はこの方に代わりますので、この方の弟さんに

代わってあげてください。それでずっと5年、

6年以上に渡ってこの方は2週間に1回、 lか

月に1回日本の家族と話が出来ているそうで

す。

これってこれをしたからって認知症に効果が

あるとかではないんですよ。そこが私は重要だ

と思うんです。人が人としてケイコさんがケイ

コさんとして認知症になっても自分の自宅を離

れてもお金がなくてもなるべくそこの制度に従

ってその時代にふさわしい扱いを受けること恥

ずかしい思いをしなくて済むことこれが人権保

障ということだそう私なりに解釈しています。

す。凄くきれいなところでまず私たちはここに

降り立ってきれいガイドブックで治安が悪いと

書いてあったのが嘘みたいと言いました。食事

をするところとか日本と変わりない状況です。

そしてノルウェーのハンセン病の支援をしてい

るトップの人にこれも高級ホテルで会っている

様子がわかりますよね。

しかし、私たちが南アフリカに今ハンセン病

の人いますか？と聞くと都市部にはいないけれ

どもダーバンという街から車で3時間以上行っ

たところのズールー族の人のところにはハンセ

ン病の人がいるんだ。彼に紹介してもらって私

たち行きますと言って行ったところがこれで

す。ダーバンという街から少し離れるとさっき

の高級的なところとはまるっきり違うような気

がしますが、まだまだここでも甘かったです。

3時間行くと電気も通っていないような状況で

した。そしてこの中でお会いしたハンセン病の

患者さんがこの方です。裸足ですよ。娘さんと

お孫さんと暮らしています。

行ってくれたのがソーシャルワーカーのズー

ルー族の人でズールー族の人だからその人の気

持ちに寄り添えるからソーシャルワーカーで僕

はここの担当なんだと胸を張って言っていまし

た。きっと彼女たちはこんな綺麗なところ行っ

たことがないと思います。ここの中でズールー

族の村から出たことあるって聞いたらないと言

っていました。これだけ格差が大きいというこ

と。私たちが人権保障と考えた時には南アフリ

カなら南アフリカのスタンダードを作るという

ことなんじやないでしょうか。例えばこの人だ

って高齢者、この人も高齢者私たちが高齢者と

言った時にはどちらも含まれます。

でも一番大事なのはやっぱりズールー族の村

でこの彼女がちやんと医療を受けられてソーシ

ャルワーカーのサポートを受けて娘や子どもた

ちと一緒に暮らせるということではないでしょ

うか。彼女とは私ズールー語が分からないんで

すが何故か分かり合えるところがあってなんだ

か最後には私は日本語で彼女はズールー語で話

していて二人で感極まって抱き合って泣きだし

たんです。お互いにわかる、わかる。私とあな

たは友達ねと言って。

（自己決定）

自己決定のところに入ります。これはノルウ

ェーなんですがさっきアンナさんのところにい

た彼女たちです。通訳の人や井上先生もいま

す。これは実は市のお偉いさんなんです。私た

ちは日本から何度も行っていてぜひ市のお偉い

さんに会ってほしいと言われて高級なホテルで

ランチをご一緒したところです。何故一緒に行

ったかというとこの時にはハンセン病の研究で

行ったんです。 日本のハンセン病の元患者の方

と一緒に行ってこれは凄く大事なことだと考え

てくれてハンセン病の博物館の人がこのハンセ

ン病の回復者の日本の人がノルウェーに学びに

来てくれるんだったら是非ノルウェーの市役所

の偉い人達も挨拶しないと、 と接待してくれま

した。

これはノルウェーにとっては当たり前の事で

す。だけど私たちはいろんなところに行きます

のでこれは南アフリカです。ケープタウン治安

が悪いこともあって明らかに白人地区と黒人地

区が分かれています。それでも白人のみではな

くなっていますが、こちらは富裕層の地区で
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だけどそのくらい格差のある中で暮らしてい

るこういう状況って、もう1つ見せますが、こ

れはマダガスカル、こちらもアフリカです。私

たちが泊まったところ、これも街中で南アフリ

カの先ほどの裕福なところとは違いますが、こ

こだってマダガスカルでは裕福なホテルです。

マダガスカルの国政のレベルの偉い方たちいわ

ゆる厚生労働省の事務次官レベルの人たち。英

語だって話せるし凄いインテリ。でもこの状況

の中でハンセン病の方たちのところへ連れて行

ってくださいとお願いして連れて行ってもらっ

たところは本当にさっきのズールー族の村と同

じような状況です。中の病院には何もなくて、

こちらはハンセン病の方なんですけれど暑いか

らって布団すらない。ベッドなんか錆び錆びで

何十年も使っているようなところです。これで

もまだ国立の療養所なんです。国立ではなくど

このサポートも受けていないようなところはベ

ッドすらありません。

こういう所に行ってみると私自身が気づかさ

れることがあります。私は日本に生まれるなん

て選べませんでした。 日本でキレイな格好をし

てこんなふうにスーツを着て高い飛行機代を出

して行って研究をしていますって言うけれど、

私がもし南アフリカのズールー族の村で暮らし

ていたら彼女のような人生を送り子どもを産み

そしておばあさんになってという人生だったか

もしれません。このおじいさん達のようにマダ

ガスカルで生まれ病気だって選べませんからど

んな病気にかかるかそれだって選べません。も

しかしたらこれは私だったかもしれない何処に

行っても思います。このケイコさんだってそう

でしよ？自分がスウェーデン人と結婚して旦那

さんに先立たれ誰も知らない異国の地の特別な

住居に入るだなんて思わなかった。

でもこの方はスウェーデンという経済力のあ

る国で人権保障がありそれが福祉の現場で徹底

されているところにいるからこそこの彼女はご

苦労はあるでしょうがそれでもこういう生活が

送れています。マダガスカルでは国立の療養所

ですら薬もないと言っていました。どんな状況

になるか何も選べないんだよなと樗然と気づか

されました。だからこそ歴史の中で作り出して

きたのが人権というどんな人でも生きていける

その時代にふさわしい人間の尊厳にふさわしい

生き方ができるということを制度的に保障しま

しょうということを作ろうと決めたんです。そ

の努力を重ねているんです。

人間の尊厳と言ったらここの病院に入るから

一患者として生きるのではなくこの人の名前を

もって生きていけるということ。自己決定権を

持てるということそれが話し合われているのが

次のところです。

（国連でのはたらきかけ）

国連のこの会議場なんです。鐘ヶ江さんとも

一緒に行っています。今見ていただいたように

高齢者と言っても世界中で誰しも生きていたら

高齢になります。でも生まれて育って生きてき

た場所の違いで高齢期にはその格差がより大き

くて怪我をしたり病気になったりしたときにど

ういう扱いを受けるかそこのところにはもの凄

く著しい格差というか差別的な状況があるわけ

です。これを何とかしていかなければいけない

と第二次世界大戦以降、国際連合が一生懸命に

なってきたところです。そこのところが私が出

した資料のところに繋がっていくことになるん

です。

だからこそ国連ではなるべくアフリカの状況

を話すようにされているようです。アフリカか

らこの国連に来ることだって難しいです。だか

らこそヨーロッパのNGO民間団体が自分たちで

お金を出し合ってアフリカの状況を話してくれ

る人をここに呼びます。そしてアフリカでどう

いう状況が起きているのか高齢だからといっ

て、こうやって粗末な医療を受けている場合に

よってはまだ姥捨て山のようなところだってあ

るんだ。女性だからこの村から追放されるんだ
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という現状もある。

こういうことを話す中で国連ではすべての人

達がこの時代にふさわしい暮らしができるよう

にということに尽力をしています。

ここが毎年毎年いっているところで後で鐘ヶ

江さんに聞いてみてください。ここの中では皆

さんも今年は難しいんだけれど機会があれば、

長友先生に言ってください。いろんな人が行こ

うと言っています。いろんな人の声が反映され

たほうが良い高齢者のことはまず高齢者自身が

話すということが最も大事、だけど人はいつか

高齢になるんです。高齢者という人がいるんじ

やない高齢期なんです。私たちも元気で働き結

婚し子どもを産んだり産まなかったりいろんな

人生がありますが生きていたら高齢期が来ま

す。だからこそ、その高齢期を考えるために若

い人も行きましょう。

これは愛媛大学の学生です。2020年のコロ

ナ禍で卒業したんですが、卒業式ができなかっ

た子、けれども学生時代に国連に行って日本の

現状がどうなのかということを英語でスピーチ

しました。おおもとは鐘ヶ江さんたちにいろい

ろ教えてもらったからです。今、高齢者の状況

はどういう状況なのか介護殺人が起きている介

護心中が起きている。豊かな日本にだって南ア

フリカやマダガスカルで見たような大きな格差

があるんだ。この格差を埋めていくためには日

本にとってだって人権保障というのは現時点の

問題なんですよということでした。

す。栗の皮って硬いでしょう？包丁で剥くのが

すごく大変で早く剥かないと渋皮があるからす

ぐ黒くなる。ちょっとやらせてもらったら鈴木

先生アンダ普段だって料理しないんだから見て

られないからダメダメとすぐ包丁取り上げられ

ました。この人が1日中やっても700円ですっ

て。どうしてそこまでして内職するの？って聞

いたら生活保護を受けているとわかれば地域の

人は地域の人は自分に声をかけてくれない。ず

っと家の中にいて、ここにテレビがあるんです

けれどね。テレビを見ているなんて耐えられな

い。テレビだって今の薄いテレビじやないんで

す。ブラウン管の分厚いテレビ。もう色も変わ

っていて、やっぱり私らは今、こういう状況で

生活保護を受けているけれどやっぱり私は働き

たいんよ・ 700円以上に人の役に立てるという

ことをしたいのよ・こうやって仕事があるだけ

でも有り難いわと言ってくれました。これって

普段生活していては見えてこないところなんで

す。

でも皆さんたちはソーシャルワーカーになっ

て社会福祉士になってこういう方たちに会うは

ずです。だからこそ人権って考えた時にまずは

この方に何ができるかということ。この方に直

接的にさっきの電話のような事もあるでしょう

が、何より今生活保護の基準がこれだけ低くて

いいのかということになるでしょうし変えてい

くためにはいろんなやり方がありますが一つは

この基準を引き上げていくという裁判をすると

いうこと。

これも人権保障の一つの大きな役割なんで

す。取って代われないんです。原告になれるの

はこの高齢の方しかいない。私が研究者でいく

ら頑張ったって原告にはなれない。ソーシャル

ワーカーの皆さんだってなれない。裁判するに

は原告の方がやるわと言ってくれないとやれな

い。だからこそ私たちは彼女と一生懸命付き合

います。裁判するためじゃないけれど彼女の状

況を変えるにはどうするのか、やり続けるため

にはどうするのかそして生活保護基準が人間に

ふさわしいようになってかつ彼女が地域生活を

取り戻せるということが日本の人権保障かなと

いうふうに思っています。

（争訟活動）

一つだけ、三重も裁判をしているでしよ？本

当は裁判所の中の写真があればいいんですが写

真が撮れないので、これは裁判が終わった後の

報告集会です。愛媛大学の学生もいて原告の人

達もいてこの後ろにもいっぱいいるんです。こ

うやって報告集会をします。私たち普段ぼんや

り暮らしていると頑張って傍聴してもここまで

です。でも私たちは原告の人たちのお宅に伺う

とこの方原告の方なんです。顔を出さないでね

というのでうしろ姿はいい？というといいよと

いうのでうしろ姿を写させてくれました。生活

保護を受けていて栗の皮むきの内職をしていま
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こう考えた時に新型コロナウイルス感染症と

いうのはいろんなことを教えてくれます。さっ

き私のゼミ生が教えてくれたように、実は先進

国だってそんなに頑張っていなかったじゃない

かということがいろいろ見えてきているんじゃ

ないでしょうかね。カナダやスペインなんかで

どうしてこんなことが起きているのといった

ら、井上先生が言っていたように人権保障はと

りあえず口にして分かったような顔をして神棚

にあげていて楽な仕事していたのかもしれませ

ん。

あるいは制度的に職員の人達が安心して働け

るような職場環境になくて職員の人たちだって

ギリギリでどうしようもなくて逃げだしたのか

もしれません。

今までの高齢の方たちの高齢者自身、いわゆ

る老人ホーム、介護施設の職場自体が現代にふ

さわしい環境じやなかったということでしょ

う。人工呼吸器が高齢者や障害のある人から外

されるというのは正に人権ということを神棚に

あげていて、分かってます、分かっていますよ

といって何もわかっていなかったという一番い

い例でしょう。こんなことを全部見せてくれた

のがこの1年だと私は捉えてます。

国連はだからこそそんな批評家にはなりませ

ん。今こそ人権保障を徹底していかないとコロ

ナ乗り切れないよ、コロナ後の社会はちやんと

みんなが安心できる社会にはならないよ、 とい

うことをメッセージとして出し続けています。

それが人権保障アプローチ。

はいけない福祉を受けられなくてはいけない。

医療上の差別は許さない。お金があろうがどこ

に住んでいようが医療の差別も受けなければ社

会的排除もされてはいけないんだということを

ずっと言い続けているんです。福祉施設に高齢

者が放置されているなんてもってのほかで物理

的距離、 ソーシャルディスタンス、それによっ

てじやああの人は高齢だから、先ほどの栗を剥

いていた人のようにあんなことが進んでしまっ

ていたらいけない。生命にかかわる医療上の差

別をしてはいけない。政策決定や運用に関し高

齢者の声や意見が無視されている。危機的状況

だから高齢者がどう考えているかちやんと聞け

というのです。今聞けないのはこれまでも間い

ていないからですよと言っています。

独立専門家だけではなくこちらは事務総長で

す。国連のトップ、いろんなところで見かけま

すグテイレス事務総長。グテイレスはこれをさ

らに政策概要で言っています。 日本政府は自分

たちのコロナ政策と関連する政策にこの4つの

大事なことをちやんと入れなさいと言っている

んです。この4つの大事なことっていうのは独

立専門家が言っていることと全く一緒です。医

療上の決定が高齢者の尊厳と健康権保障に導か

れることが大事なんだ。ソーシヤルデイスタン

スを取っている中でもちゃんと他の人たちと一

緒に暮らしているという状況が作られたり、他

の年代と連帯がされていなければいけない。

むしろ強化しなければいけないんだと言って

いる。コロナ禍において社会経済的なこと人道

的、人権にかかわるような政策には高齢者がど

うかということにちやんと焦点を当てて考えて

くださいよと言っています。実は政策概要って

ね高齢者だけじやなく障害のある人や女性や刑

務所に入っている人や難民や普段でも権利侵害

が起きやすい人達こういう人たちが特にコロナ

禍で人権侵害がされやすいんだからこういう人

たちを中心にしながらコロナ禍の全体的な政策

を考えてくださいと言っています。

そして高齢者の場合にはやっぱり高齢者の人

権がこれだけ守られていない問題として酷すぎ

る。これから私たちは高齢者の人権を保障して

いくような条約をもっと議論を進めなくちゃい

（高齢期の人権保障）

この人が国連は今一生懸命に1980年代以降

高齢化の問題から2000年に入ったら高齢者の

人権問題がやってきて高齢者の人権問題のプロ

フェッショナルを作っています。独立専門家と

呼ばれる人。ローザさんと言います。ローザさ

んは井上先生以上に世界中に行って高齢者の状

況を回って早い段階から高齢者に何が起きてい

るか、 さっきのように高齢者が放置されて職員

が逃げ出す状況に対して危機的な状況にあるん

だということメッセージを出し続けています。

健康権保障、きちんと医療を受けられなくて
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けないんだと言っています。そうして高齢者か

らの声をちやんと聴きそうして世界ではいい実

践もされているからそういう実践もみんなで共

有して見習ってくれ科学的な最新のデータがあ

るんだったらそれを活用してくれ高齢者を大事

にするということは結果的には声があげづらい

すべての人たちを助けることになるんだこれを

政策にちやんと入れなければいけないんだとい

うふうに言っているんです。これが政策概要、

これは法的な拘束力はありませんがこれに従っ

て日本政府はコロナ禍の政策をしてくださいよ

と言っていて今146か国が従いますと言って日

本政府だって言っているんです。

私たちはグテイレス事務総長が出した政策概

要に従ってコロナ対策していきます。そうした

ら私たちは国民としてちやんと言っている通り

人権保障してください。神棚にしまっていない

で口先だけじやなくてこういうような医療制度

や福祉政策やそこで働くエッセンシャルワーカ

ーが安心して働けるような環境を作ってくださ

いって今言っていかなきゃいけないんです課題

です。ここは後でゆっくり見てください。これ

は国連のある意味失敗を重ねた上の議論でもあ

るんです。80年代から高齢化の議論をしてい

たんです。高齢化の議論をしていたってちっと

も世の中はよくならなかった。何が大事かって

言えば2010年からの人権のほうが大事なん

だ、高齢化というのはその社会の中で高齢者の

割合がどれだけいるかそのことによって社会や

経済状況がどう変わるかという見方です。

そうじやなくて、高齢者がその社会において

格差がありその格差でも声があげにくい格差の

下の方、ここの人たちがその国に今の現代的な

意味で相応しいそういうような生活保障をして

いくそのこと自体を徹底してやっていくという

ことが人権保障アプローチで今これが国連の議

論の中心になっています。これは皆さんたちも

知っていますよね？障害のある人の権利条約、

女性差別撤廃条約、子どもの人権条約すべて一

緒です。

その人たちの権利を徹底的に考えていくこと

が基本的にはその国の世界中の人たちが安心し

て暮らせる社会が作られるということですよと

いう発想です。一言でいえば日本はまだ全然高

齢者の人権保障アプローチはできていません。

高齢化対策にしか過ぎません。高齢社会対策基

本法ですものね。 日本は高齢化、高齢化で高齢

者が増えたら医療費がかかりますよ。高齢者が

増えたら年金どうなるか分かりませんよ。

そういう議論しかしていないそんなところに

未来はあるかということが突き詰めて言えばそ

ういうことですよね。私たち研究者はそうじや

ないんだと言っていますし、今日来てくださっ

ている鐘ヶ江さんや寺崎さんは今高齢期をまじ

めに考えている高齢者やこれから高齢者になる

人だって、その通りで何で日本はこんなに遅れ

ているんだと言って、 自分たちがもっている高

齢者憲章も国際的基準に見直して行きましょう

ということで国連の議論を踏まえて自分たちで

日本高齢者人権宣言案策定というのをしていま

す。そこにあなたたちも頑張りなさいと言われ

て長友先生や私も参加をしてこの日本高齢者人

権宣言案を作っています。

その時に研究者や国連の動向を知っている人

たちだけで作ってはいけないやっぱり日本に住

む高齢者の人たちがどんなものが良いだろうか

と参加する。討議のプロセスどうやって作って

いったらいいか自分たちの実感にあわせながら

もどういうものを作っていくか高齢者自身が作

っていきましょうということでまだ案なんで

す。 2年かけてやっていきましょうという取り

組みをしてきているということですね。

これまで国連はいろんな世界中の状況の中か

ら国連だって教科書で習ったと思いますが国際

連盟を作りうまくいかず、第一次世界大戦の後

に国際連盟を作り、国際協調を頑張ろうとした

けれどうまくいかずそこがつぶれて第二次世界

大戦が勃発しました。最大の人権侵害を起こし

第二次世界大戦が終わった後、国際連合はすべ

ての人たちの人権を保障していくということに

国際協調で公的な仕組みをつくりながらやって

いきましょうということで世界人権宣言からや

っていくんです。すべてにと言っているから障

害のある人や高齢者が入っているのはもちろん

ですが、すべてにというと見えなくなってしま

うからすべてにの中に障害のある人、高齢の人
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その人たちに対して固有の権利というものがあ

ってそこが保障されなかったらすべての人と平

等にもならないんだということ。

だからこそ高齢者の人権保障はすべての人以

上に尊厳や独立や参加や自己実現ここをより強

調して他の年代でも大事なんですがより強調し

てここが保障されなかったら格差は埋まらない

し、 2020年のコロナのような状況で医療にか

かれずに亡くなる、あるいは放置されて亡くな

る、また震災関連死のようにコロナ関連死のよ

うなコロナに関連するけれども直接的な状況じ

やなく孤独死のような形で亡くなる。こういう

ことを無くしていくためには高齢者の固有の権

利というのは普段からやっていかなきやいけな

いといっています。

の実現のために高齢者も努力していきましょう

ね。あるいは他の年代も協力していきましょう

ねということをしていきます。今日の話は井上

先生の話を引き継いでなぜ人権が大事なのかと

いう現実の話から国連の話に行きそしてコロナ

禍の今、 コロナが終わってこれからの日本どう

していくのかこれが改めて問われていて私は結

論は持っていませんが一大学の研究者としては

やはり人権保障アプローチを徹底していくこと

このことで日本をよくしていくまず法律や制度

を変えていくことそして守られた上で高齢者の

権利保障のために職員の皆さん、エッセンシャ

ルワーカーの人たちソーシャルワーカーすべて

の人たちが高齢者を置いて逃げ出すような職場

環境をつくらないことです。

私、スペインの人だってカナダの人もあんな

ことをしても苦渋の決断だったと思いますよ。

スペインやカナダの人たちが高齢者の事をどう

でもいいなんて思えるはずがない目の前に高齢

の人たちがいるんですからこの人たちを置いて

いかなくてはいけないって置いて行った後、眠

れなかったと思うし今だって後悔していると思

うし、たぶん一生自分が墓場に入るまで自分が

してきたことを悔いていくんじやないかなと思

います。もし自分がそういう立場だったらどう

したかって言ったらできなかったと思う。私は

そんなに強い人間じやないと思います。だから

こそ働く環境を制度や法律で守ってほしいそう

いう制度にしていかなきやいけない。鐘ヶ江さ

んはソーシャルワーカーですので日本の中でだ

って後悔たくさんあると思うんですよ。

（高齢期の権利）

ポイントとして、私は2つ挙げています。ま

ずは高齢者が他の年代の人と平等にあらゆる権

利が保障されなくてはいけない。同時に今言っ

たような高齢者の固有のニーズに応じた権利保

障がされなくてはいけない。そして皆さんたち

にも資料でお渡ししていますが国連で議論をし

たり地域条約とよばれている中のもの、これま

での障害のある人の権利条約や国際人権規約の

中で高齢者にとって大事だと明記をしているも

のがあります。長期ケアを受ける権利というの

も現代的なケアですよね。複合的な権利も入れ

たりしています。この辺りは人権保障というの

は国が国民に対してするものです。

絶対的なものですが、ただこれだけ現代的な

状況になると企業の責任ということもあるでし

ょう。だからこそ企業も人権ということをまじ

めに考えてそして社会的な活動の中には高齢者

の人権を考えたような、配慮、考慮したような

活動をしてくださいねと言っています。そして

高齢者人権宣言案は高齢者自身がこの人権宣言

は自分たちも作っていくそして何よりも日本が

すべての人が住みやすいように不断の努力でい

ろんな行動をしていきますよという不断の努力

義務を挙げています。高齢者の権利も保障され

るような状況というのはすべての年齢の人々の

人権が保障される社会をつくるだけではなくそ

（ソーシャルワーカーとしての関わり）

ちょっと長くなりますが私自身1つだけお話

しさせてください。コロナ禍でつい先週、今週

の話で悔いている話を1つだけします。大学に

ホームレスのおじさん、もう60歳だから国連

でいえば高齢者、 日本だと稼働年齢ですが付き

合いとしては10年以上になる野宿の方がいま

す。その人から先週電話がありました。先生一

緒に生活保護に行ってくれない？と言われて行

きました。実は2年前にも同じことを言われて

いて法テラスの弁護士に頼んだんです。私、忙
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しくしていたのです。 自分が行ってもよかった

のになんだか楽をして…そこをすごく反省して

いて。法テラスの弁護士さんにつないで、 「ど

うでした？」と聞いたら結局保護申請には至り

ませんでしたといって携帯も持っていないので

連絡も取れなくなった。それから2年後に先

生、生活が行き詰ってもう生活保護受けたいと

いって、見た目ももうボロボロの状況になって

いて髭も剃らずにモジャモジャになっていて、

それでそうだれ私一緒に行くよと言って行った

んです。その方はちょっと集団行動が苦手で本

人は良かれと思っていてもその場にそぐわない

行動を起こしてしまったり過剰な反応をしてし

まったりしていろんなところで邪険にされてい

るようなんです。

市役所の職員と話していてもトンチンカンで

ボロボロの格好で小銭だってちょっと手にのっ

ているだけなのに他にお金はありませんね？と

聞かれると20万円あるって言ってしまうんで

す。どこに!？って聞くと銀行の中に20万円入

ってますっていうんです。何でそれを使わん

の？と私も聞くと路上生活の中でその通帳を盗

まれたんです、ハンコも盗まれたんです。いざ

となったら使おうと思っていてそれが盗まれた

んです！ってでも20万円はあるんですって頑

張るんですよ。そうしたら市役所の人がね20

万円あるならまずそれを使ってもらってから、

無くなってから生活保護だなぁ。通'l辰の番号覚

えていますか？支店名覚えていますか？っては

じまるんです。覚えてませんって言う。じやあ

どうやったら分かるかな？2年前も同じ話をし

ました。でも市役所の人は一緒に銀行には行っ

てくれなかったって言って。私の後悔はそこか

らはじまりました。

皆さん市役所の職員だったらどうしますか？

社会福祉士だったら彼をどうしますか？本人は

20万持っているって言い張るんですよ。知識

があるだけじやダメなんですよ。ハツと思って

弁護士だってここで編されたのかって。市役所

の職員の皆さん整理しましょう。彼は今20万

持っていると言っていますが、現に通帳があり

ません。手元には所持金ここに数百円しかあり

ません。所持金は数百円。通帳があるというの

は嘘ではないでしょうけれど所持金は数百円で

す。ここを間違ってはいけません。かつ、彼は

路上生活をしていて緊急事態です。

ですので、まず保護の適用が先です。申請を

受理することが先！その後で彼の銀行口座とか

を市役所の職員の人たちは調べることができる

んですから調べてください。その後でちやんと

支店名も分かり、番号も分かり現にそこに20

万円が入っていたら、これは生活保護法の63

条の返還義務がそこで適用されてそこを次にす

ればいいだけなんです。順番を間違えないで下

さい。まずは生活保護の申請を受理すること、

彼の生活を安定させること、その中で彼のお金

がちやんと残っているのであればそれは生活保

護法に則って対応して、まず20万を使ってく

ださいという先にあればいい話です。でも2年

前に弁護士も市役所もそれをしなかった。何よ

り私は楽をしようと思って弁護士さんに頼んで

しまった。その結果、彼は2年間路上生活をし

ていたんです。たったこれだけのことでです

よ。通帳がないと言っている、手元には数百円

しかないって言っている、

でもそのことをどう判断していいのか分から

ない市役所の職員と弁護士のせいでそこに丸投

げした私のせいで彼は2年間路上生活をしなけ

ればいけなかった。駄目かなと思いながら私の

もとにもう一回頭を下げに来たんですよ。先生

助けてくださいって。もう後悔でね頭を下げさ

せてはいけなかった。私が職員さんや弁護士さ

んとちやんと連携を取って2年前にこの人を助

けなければいけなかったんだとすごく反省しま

した。

皆さんソーシャルワーカーになって福祉職で

市役所に入ったらそんなことしないでね。確か

に彼はヘンテコリンな人です。何処に行っても

やつかまれてなかなか上手くいかない。そうい

う人こそそうされてしまう。でもだからって2

年間も路上生活をしていいわけではない。

そういうこともあって私自身が偉そうなこと

は言えないですが、だからこそ人権って大事な

んです。人権が侵害されやすい人は彼のように

やつかまれやすかったり、ちょっとと思うよう

な人なのかもしれません。でもそういう人だか
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らと言って受けられるべき社会保障が受けられ

ないということをさせない。そんなことをして

はいけないそれを徹底させるということそれが

一方では法律や制度ですし、一方ではこうやっ

て教育として公務員になる学生には伝えていき

ます。ソーシャルワーカーになっていく皆さん

にも伝えます。そうやっていかないと日本が良

い社会にならないですよね。ということで、私

の問題提起としてはこんなところです。ここで

いったん私の話は終わります。以上です。
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(長友）

ありがとうございます。先週の井上先生の話

を引き継いでまた事前資料を踏まえて最後には

重要なエピソードとともにわかりやすくお話し

いただいたと思います。事前の資料などで学生

さんも質問など考えていたと思うんですけれ

ど、今日の話を聞いてあらためて浮上した質問

もあると思いますので少し休憩を入れてから質

疑応答の時間にしたいと思います。

（学生一質問1）

北欧のところで日本人の方、ケイコさんがい

らっしゃいましたがその方の暮らしているとこ

ろから2週間に1回とか電話をして日本語に触

れるという話だったんですけれど、 日本人なら

日本食を食べたいなとか思うこともきっとある

と思うんですけれど食事面とかは国をまたいで

いる場合の支援というのは施設の中ではどんな

ふうに行われていたんでしょうか？

｜ ～休憩～ ’
(鈴木）

これは分からないです。聞かなかったので

…。質問者さん是非機会があれば行って聞いて

みてください。きっと日本人が行くとすごく喜

びますので。

(長友）

今日は途中でハンセン病のお話もしていただ

きましたし、南アフリカやマダガスカル、北欧

の状況もお話しいただいて、最後には国連の話

もしていただきました。それではまず学生さん

からの質問を受けながらそのあと適宜、鐘ヶ江

さんあるいは寺崎さん、他の方々に補足をいた

だければありがといなと思っております。で

は、学生さんの中でどなたか質問とかいかがで

すか？

(学生一質問1）

年齢がいくと食事面、食べることってどうし

ても関心が高くなっていくことだと思ったの

で、 日本においてもどんなふうにしているのか

なと気になるところだったので質問してみまし

たありがとうございました。行けるとしたらい

つかな…という感じですが。

(鈴木）

あのね現場を知っている人ほど海外に行った

方がいいって私は思うんです。海外に行く人っ

て日本の現場を知らずに行くからいい加減なこ

とをスウェーデンとかアフリカとか国連で言っ

ていてそこに腹が立つんですよね。質問者さん
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たい。そうじやないと来てくれないというのそ

の通りなんですよ。じゃあお年玉をあげないと

寄ってきてくれない家族関係を私たちは持って

いるのかと最近思ったのでいかがでしょう？

のように現場を知っている人。私は食事の発想

はなかったので、是非行ってスタッフの人に日

本食とか食べたいとケイコさん思っています

か？と聞くことで向こうもああそうねどんなも

のがあるの？どうやったら入手できるの？そこ

から始まるんじやないかなと思うんですよね。 (学生一回答1）

私のお祖母ちやんはそんなにお小遣いとかも

らう関係ではないんですけれど、高齢なんです

が好きなように生活していて毎日ウォーキング

したり踊りに行ったりしていて、 自分でも好き

なように生活できていると言っていたので憧れ

るというか、私もお祖母ちやんみたいに将来な

りたいなと思っています。

(学生一質問1）

実際に今、介護の世界にいるので、少し身近

な話題で気になりましたので。ありがとうござ

いました。

(鈴木）

日本人だと特に食事って大切ですからね。

(学生-回答2）

僕のお祖父ちやん、お祖母ちやんの話なんで

すけれど、資料にお年寄りが一人亡くなるとい

うことは図書館を1つ失うってあって、それと

似たような感じで僕が帰省をしたときはお祖母

ちやんが実家にいるんですけど、そのお祖母ち

やんに一人暮らしの知識とかどうやったら食べ

物が長く持つかとかそういう昔のお祖母ちやん

の知恵みたいなものを教えてもらって自分が受

け継いでいくような関係性だなと思っていま

す。

(長友）

他にいかがでしょうか？

(鈴木）

では私から皆さんにお聞きします。特に北欧

に行ってケイコさんに会ったり、 ノルウェーの

アンナさんは私を日本の孫と言ってくれている

と言いましたが、今日の授業の準備をしている

時に思ったことがあったので皆さん教えてくだ

さい。お祖父ちゃん、お祖母ちやんの良いとこ

ろ存在意義はどこですか？本音でいえばお年玉

をくれるところですか？そんなことない？いろ

んな所へ行ってふと日本を振り返った時にお祖

父ちゃん、お祖母ちゃんからお金をもらうとい

う習慣って他であるのかなって思ったんです。

皆さんの事を言うまでもなく私も実家にお祖父

ちゃん、お祖母ちやんがいました。お正月にも

らうお年玉は楽しみでした。大学から帰るとお

祖父ちやん、お祖母ちやんがお祖父ちやんはも

う亡くなっていたのでお祖母ちゃんですけどね

これで何かお食べみたいにねはいお小遣いって

1万円もらってヤッターって喜んでいました。

けれど何でお祖父ちやん、お祖母ちゃんって

私たち孫にお金くれるんだろう。お金がないと

繋がっていられないのが私たち日本の家族の現

代的形なのかしらとちょっと思いまして。そこ

にだって日本人の私たちの建前じやない高齢社

会がある。生活保護の人だって孫にお年玉あげ

(鈴木）

いいですね。お料理やお掃除の事とかを教え

てくれるのね。

(学生一回答2）

そうですね。

(鈴木）

やっぱり聞いてみるといろんなお祖父ちやん

とお祖母ちやんと孫の関係があるんですね。

(長友）

他にはどうですか？事前の質問からでもいい

ですよ。

(学生-質問2）

人権保障の話で女性とか子どもとか社会的に
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弱い立場にいる人を守る法律がつくられるべき

という話でその法律を増やすことで新しい問題

は出てこないのかなと思って…。

じ、大学の学生の中にしかないのかって感じ。

でもやっぱり女性の権利をっていうとそんなに

あれだと女性ばっかり優遇で逆差別だなんてい

う先生もいるのね。

前提が平等だと思っているんだな。そう思え

るくらいその人は困っていないんだなって思う

の。法律があってなんとかっていう所はマイナ

スからゼロでだからこそあなたをはじめ学生の

皆さんはこれから現実を見ていったときにマイ

ナスの状況ってこういうことなのか、そう思っ

た時にまた考えてもらったらいいかなと思う。

お祖父ちやんとお祖母ちやんは恵まれていたな

こんな状況にこの方がいてって思った時、そこ

のマイナスの状況をこれからオンライン実習だ

けでなくていろんな実習いろんな形で見ていっ

てまた考えてくれたらいいかなと思います。結

論としてはマイナスからゼロくらいかな。

私、制度や法律って一生懸命やってるからね

プラスにできるってないなって無念な気持ちも

あるの。その人が幸せだと思うのはその人の気

持ちの問題だよれああ楽しいああ嬉しいああ恵

まれているって気持ちの問題で私は法学者だけ

れど法律学者はああ嬉しいまでは研究したり実

践できないんだよ。私ができるのはマイナスを

ゼロにすること。そういう社会をつくっていく

ことその先にああ楽しいと言える環境をつくる

のはその入ご自身の人間関係がどれだけつくれ

たりだと思うのでソーシャルワーカーでもそう

だと思う。マイナスをゼロにしてその人が出発

できたり寄り添いながらプラスになるお手伝い

をする。

ソーシャルワーカーが付いているからあの人

たち恵まれているだろうと一緒かな。大変な人

にソーシャルワーカーが付くんだもん。そんな

感じです。人権保障だってみんなの人権保障だ

けれど大変な人には今の人権保障では足りない

から制度や法律で寄り添っていこうと言ってい

ます。いい質問でした。ありがとうございま

す。

(長友）

どんなことを心配しているの？

(学生一質問2）

弱者がいなくなるとういうことはすべてが良

くなるということなのかなあ。本当にそうなる

のか？それでいいのかなと思いました。

(鈴木）

そんなことはないと思うんです。でもこうい

う質問が出るというのはあなたがすごく恵まれ

た環境におられる人なんだなと思ったの。

例えばご自身のところでお祖父ちやん、お祖

母ちやんがいます。そして新たにお祖父ちや

ん、お祖母ちやんの権利を守ると言ったらお祖

父ちゃんとお祖母ちやん恵まれすぎじやない？

って思う感情なのかなって思う。前提としてお

祖父ちやんとお祖母ちやんがあなたのお家の

中、ご家族の中で家族として恵まれて幸せにや

っている。だから＋αって思うのかなって思う

の。

だけど今日私がいろんなところの写真を見せ

たところはマイナスのところだったでしょう。

生活保護を受けている人が一生懸命やったって

一日700円なんだってね。あの人たちを法律が

生活保護基準が今低いのでそういう状況なんだ

けれども、あるいは高齢者が働くということを

きちんと保障するというのができていないから

あの状況でそこで法律をつくってようやく仮に

彼女がお家の中でできる仕事といったら当たり

前の事に過ぎないんじゃないかなと思うんで

す。

やっとマイナスからゼロくらい。人権保障と

言った時に固有の権利とか高齢者とか女性って

みんな現実はマイナスの状況にあるんだよね。

働いている女性としてはねこんなことを言うの

は心苦しいんですが、働いてみるとビックリす

るよ。わきまえるのオンパレードだし、男女平

等なんて大学の中にしかないのか！と思う感

(長友）

他にいかがですか？
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の人はちやんと火葬場に行って手を合わせてお

坊さんだって来てくれるんだからどうしてそう

してあげないんだ。生活保護で身寄りがなかっ

たら燃やせばいいってゴミのように思っている

としか思えない。亡くなって死人に口なしって

いうけれど家族がない人達がどうなっているか

分かるか、そうつきつけられて、今度は京都で

新聞記事が出てきて生活保護じや焼いた後、最

終的には本来だったら市営墓地に埋めないとい

けないのだけれど市役所職員が面倒くさがって

ロッカーに焼いた後の遺骨を30も50も積み重

ねていたんだって。それが分かって新聞報道さ

れて、それはやっぱり死後の尊厳にふさわしく

ないだろう生活保護や身寄りのない人が亡くな

った後も弔われるということは人権保障の延長

として死んでもなお必要だろうとそういう状況

に今ないということを今問題視してそれで権利

条約の中、人権宣言の中に入れされてもらいま

した。ですので、すべての人がご自身の宗教な

どいろいろあるけれど忘れ物のように放置され

ないゴミのように焼かれないそういう状況を無

くしていくそういうことを想定して作りまし

た。いい質問でした。ありがとう。

(学生一質問3）

気になったところで、高齢者人権宣言の中に

死後においての尊厳を失うような扱いって載っ

ていたんですけどこれは具体的にどんなことが

あるんですか？

(鈴木）

ありがとうございます。事前の質問にも出し

てくれていて答えたいなと思っていたことなん

です。鐘ヶ江さんに聞いてみようかな。鐘ヶ江

さんはずっとソーシャルワーカーをされていて

死後尊厳が守られないような状況を見てこられ

たんじやないかなと思うんですがどうですか？

(鐘ヶ江）

そうですね。そのことに絞ると死後というよ

りも死のプロセスだと思うんですよね。どうや

って死んでいくのかということが大事なんじや

ないかと思うんです。今東京でも多いんですけ

れど孤立死の問題があるんです。新聞報道など

によると家のない人、家を無くしちやった人が

貧困ビジネスの中で狭いカーテンで仕切った部

屋にたくさん寝かされている。隣の人が死んだ

ことを1週間くらい知らなかった。臭ってくる

ので分かったというふうなことがあるんです。

こういうような誰にも看取られない。死んだこ

とすら人につながらないというようなことは問

題だと思います。そういう問題などを扱ってい

かなければいけない。死後の尊厳というのは鈴

木先生のほうが今研究でやっていますからそち

らの方がいいんではないでしょうか？

(長友）

続いて他にはいかがですか？

(学生-質問4）

最近、高齢者に社会とか地域参加を進める政

策ができてきているというときに、いつも気に

なっていたことなんですけれど、それらの政策

がちょっと強制のように感じることがあって、

これらの権利を使うことと高齢者の自己決定権

とか意思の尊重を両立させるのってどっちを取

ったらいいのか両立させるにはどうしたらいい

のか知りたいです。

(鈴木）

これはそれこそ岡山のソーシャルワークをし

ている人に焚きつけられたの。あなたたち人

権、人権って研究者は偉そうに言っているけれ

ど死んだ後、生活保護の人たちがどうなってい

るのか分かるか？どうなっているんですかって

聞いたら生活保護で葬祭費が出るけれど結局市

役所の人が一番安い棺桶に入れてお坊さんにお

経も上げてもらえず、直接火葬場に運ぶだけ

だ。家族を呼んだりして弔いをちやんとしない

んだ。身寄りがないんだったらケースワーカー

(鈴木）

これは本人は話したくないと思っているのに

参加をさせるような強制的な感じがするってこ

とかな？
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(学生一質問4）

みんなで一緒にとか流れに合わせないといけ

ないような雰囲気ではなくて個別に聞いていか

ないとちょっと違うのかなと思っているところ

があって。

りませんか？って言われるの大変でしょう？で

もそれが1つの教育だと思って。

私は先週の井上先生からは今の長友先生のよ

うに質問ある人？質問あるよな？ハイ鈴木さん

から質問して1って毎回言われて、ただ毎回や

っていると質問しなきゃいけないものだと思っ

て、そうすると聞き方が変わってくる。毎回、

自分が真っ白になってああどうしょうってなる

よりも、どうせ毎回、毎回、聞かれるんだった

ら絶対聞かれるから絶対にコレとコレを質問し

ておこうかなみたいなふうにそうやって頭を使

いながら話を聞くようになってくると自分が何

に関心が持てるか分かるようになるよ。

反対にそれがないとその人の今日であれば鈴

木靜の話に流されちやうの。鈴木先生がああ言

った、こう言った、なるほど、なるほどそうで

したね。いいお話をありがとうございました。

と言って帰ると何も覚えていなくて~ ･ ･でも質問

するぞ！と思っているとね。

さっきの質問者さんのように先生、スウェー

デンの話をしているけれど食事はどうなんです

か？とかどこかでこれは聞こうと思うようにな

るとあれさっきと言っていること違うぞと私の

粗も分かってくるし、やっぱりあの質問をして

くれたことでこちらも介護の職場にいた人なん

だろうなということが分かるし、そうなってく

ると次のやり取りができるようになるのでね。

l回生なのでそれが今できなくても仕方がない

けれど何か1つは質問しようと思っておいた方

がみなさんたちが今後、大学時代、働き出した

ときにグッと人の話が聞けるようになると思い

ますよ。

(鈴木）

その通りですよね。その通りだと思います。

一人一人違うんですものね。あなたの質問も聞

かなければ分からないように高齢者だからデイ

サービスに行ってみんなとカラオケしてくださ

いっていっても嫌だという人もいて当然だもん

ね。国連とか人権宣言で言っている参加ってい

うのはそういうカラオケとかボランティアの参

加と違ってねその人にかかわる大事な決定だっ

たり市の政策だったり国の政策、いわゆる政治

と言われる部分の参加を言っているからそこで

いうと、もちろん私は言いたいことはありませ

んよという人は今の政策がいいものだからこの

ままでいいですって人は強制して何か言えって

ことはないと思う。

だけど多くの高齢者がこのままではちょっと

医療費の負担が重すぎるとか年金が少なすぎる

って言いたいことのある人のほうが多いんじや

ないかなというふうに思うんですが、なので大

事なところはそういうその人の人生や生活や社

会保障にかかわるようなところの決定に参加で

きるかで、むしろ参加させてもらえないことの

方が多いから国連や人権宣言ではそのルートは

作りましょう参加するかどうかはご本人一人一

人が選べますよみたいな感じかな。

(学生一質問4）

わかりました。ありがとうございます。 (鐘ヶ江）

私は1943年に北海道で生まれました。いく

つか計算してください。先ほどお祖父ちやん、

お祖母ちゃん、お年寄りの話が出ましたが正に

その真っただ中にいます。私に鈴木先生からも

話は来ていたんですけれど1967年、大昔です

けれど病院のソーシャルワーカーとして職に就

いたんです。その頃は社会福祉などは無くて病

院の中での職場の名前は医療社会事業部という

社会事業部だったんですね。そこの相談員でし

(長友）

参加は強制されないけれど、参加する権利が

保障されているということが大事なことなので

今すごくわかりやすくお話しいただいたと思い

ます。他はいかがでしょうか？

(鈴木）

みんな1年生でこうやってzoomで質問はあ
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やってきて患者さんの権利を守るためには医療

の中で福祉職として専門的な役割、資格をきち

んとしてそれを評価しなければいけない。患者

の権利を守ることとその仕事をする職員の制

度、資格をきちんとするということ。私たちも

制度化するという運動をずっとやってきて

1967年くらいから始めて社会福祉法ができた

のが1987年でした。約20年かかって社会福祉

士という人があらわれたんです。

今の病院は社会福祉士以外の人は採用されま

せんので、今の社会福祉士になる制度も我々年

寄りに言わせると20年ほど長い運動の末にひ

とつの資格がやっとできて権利を守る人たちが

うまれるんだということをみなさんはおそらく

この制度ができた以降に生まれていると思うの

で考えてほしい。権利の問題で一番思ったのは

こういう経過と同時にひとつは介護殺人、今は

直接現場の仕事をしていないんですけれど今ま

で家庭で家族介護している人が例えば昨日の夕

方まで一生懸命、誠心誠意介護していた人が翌

日首を絞めちやうとか口をまいじやうそんなこ

とが許されるのかきわめて素朴ですがここが基

本的なところで。

そして先ほども鈴木先生が言われていた国連

の場でそういう報告をしたら会場がどよめくく

らいでした。家族介護をやっていて家族が介護

殺人をするってないんですよ。そんなような経

過を含めて日本は制度がいっぱいあっていろい

ろいいことも書いてあるんだけれど実際には肝

心な時にはあまり役に立っていないそれはなぜ

かというと僕は国連に行ったりして改めて思っ

たのは制度の中に人権という心柱、心柱ってわ

かりますよね？五重塔の真ん中に立っているし

東京だとスカイツリーにも心柱は入っているそ

ういうものが無いということそれが駄目だと。

これをつくるにはやはり人権宣言をきちんと

我々がやっていくこと。もう一つあるのが今年

寄りと若者が世代間分離されていますよね。

この人権という問題で何としても国民的な合

意を得ていく必要があるのではないかそうしな

いとなかなか社会保障が国民的な合意でよくな

っていく方向にはなかなか向かわないんです。

若い人たちは年寄りの世話で我々が苦しいんだ

た。それでも社会事業の協会で全国で医療機関

に所属しているところで約1000人くらいの会

員がいましたがその内専任で働いている人は半

分くらい後はほとんど何でも屋なんて病院の中

では言われていました。

そんな中で一つ気づいた経過があるんですが

今日の話との関係で行くと権利です。私が一番

大変だったのが医療を受けるために自己負担が

あって、その自己負担が払えないために入院が

できないという人がいるわけです。そういう人

たちに生活保護の利用を進めるわけです。そう

するとまず御上のお世話にはなりたくないと、

絶対嫌だと恥だとかいろんなことを言われてそ

の時に僕はまだ若かったから憲法にも書いてあ

る権利ですよと言ってもほとんど響きません。

そんなことよりもお世話になりたくないという

ふうなことが多かったんです。

その時に多少は勉強していたので、そうか、

でも御上って何だろう。御上って天皇の事です

よね。つまり天皇の世話になりたくない。戦争

の終わる前、明治の初めにできた仙救規則とい

うのは学生さんはもう知っていますか？‘伽救規

則にはまずは自分で何とかしなさい。それから

困った場合には同姓のよしみで例えば鈴木なん

ていっぱいいるでしよ？どこかの鈴木さんに世

話になりなさいというものがあったんです。同

姓のよしみで親族や隣近所で面倒見てもらいな

さい。

どうしてもだめな場合には国家、国がみまし

ょう簡単に言うとそういう規則。国家とは何か

というと天皇だとそれが何十年経った中でも依

然としてあるんだということが分かってその時

に話したのはそういう理屈じやなくて今入院す

るかどうかが問題なんだから入院しないとどう

なるのかという生活や家族の話をいろいろして

その人が治療を受ける権利を何とか獲得しよう

なんてことをたくさんやってきました。

今日の話を聞いていてなるほどなと、あと学

生さんがこんなにたくさん質問を書いていて感

動しました。大学1年生でこんなにたくさん質

問を出せるなんて素晴らしい全員ソーシャルワ

ーカーになってほしいなんて切に思いました。

先ほどなんでも屋と言いましたけれど、ずつと
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とかコロナの問題もあります。そのようなこと

も思っています。最後に皆さん1年間勉強して

資格を取って現場に入って本当に一人一人と向

き合ってその場で人権というのは試されるんで

す。どういう立場で仕事をするのかその時にや

はり人権宣言というものがあればそれを勉強し

てこの人たちについてはどれが適用されるのか

そういう役に立つ問題になるんじやないかなと

いうふうに思いますのでぜひ頑張って資格を取

ってソーシャルワーカーとして活躍してもらい

たいなと思います。頑張ってください。

それと年寄りはそんなに価値が低いのか？さ

っき図書館の話が出ましたが、高齢者介護や在

宅医療や老人医療というのは単価が低いです。

高度医療や先進医療は目が飛び出るくらい単価

が高いです。広く多くの高齢者に必要な生活や

医療を提供することがなぜこんなに単価が低い

のか？年寄りに提供する医療や介護、福祉サー

ビスはなぜ単価が低いのか単価が低いことによ

ってその職業の単価は低くなります。ヘルパー

さんにならない人が多いのもそうです。

そういう意味では老人は図書館だという割に

はあまりにも単価が低い単価を上げることによ

って必要な技術を持った人たちがその職業に就

けるし、必要な生活の質を上げることもでき

る。高度医療とかそういうものはもちろん大事

ですけれど一時の話です。高齢者が生活してい

くのは期間が長いです。そこを支援することに

よって仕事がうまれて、一人一人専門職がうま

れていくということは私はより豊かな社会にな

っていくなというふうに思うのでそういう視点

から高齢者はもうちょっと価値があるんだよと

いうのを高齢者自身が発しないとこの人権宣言

が活きてこないのかなと思って今日の話を聞い

ていました。

(長友）

ありがとうございます。励ましの言葉までい

ただいて、社会福祉士という皆さんが学んでい

る科目も資格もそもそも鐘ヶ江さんをはじめみ

なさんの運動で20年かかって、やっとですが

もっとかかっているものもたくさんありますし

20年だとまだ早い方なのかもしれないです

ね。今かなり熱いエールをいただきましたので

自分がどういう立場で仕事をするのかというお

話をしていただきました。そのためにはどうい

う勉強をしておくか何が必要か、現場に足を運

んでいくということは鈴木先生も先週の井上先

生もお話をされていました。他にいかがでしょ

うか？感想等含めなんでも結構です。寺崎さん

何かご助言でもいただければ。

(長友）

ありがとうございます。村瀬さんはいかがで

しょうか。

(寺崎）

感想から言うと始まる前にも長友先生と話し

ていたんだですけれど、 これだけの質問が出る

というのは私も鐘ケ江さんと同じように信じら

れないくらいです。この質問を見てどうやって

答えていこうか考える機会をいただいたことは

ありがたいということです。それとNHKの板垣

淑子さんでしたか、老人漂流社会とか老後破産

とか無縁社会とか今は「おはよう日本」のチー

フプロデューサーですよね。彼女がずっと追跡

をしている高齢者の問題というのはNHKの番組

やアーカイブスでも見ることができるので、見

る機会があったら是非見ていただきたいなとい

うふうに思います。それは死ぬまでのアプロー

チの問題先ほど少し議論になったと思います。

(村瀬）

鈴木先生どうもありがとうございました。前

回、井上先生のお話を聞いて権利としての社会

保障というのと人権としての社会保障というも

のは私の中であまり意味が分からなかったので

すが先生の今日のお話で少しは分かったような

気がしました。

質問にあったところとかかわりますが社会保

障、高齢者の保障、福祉保障というのは自分で

はできないあるいは家族ではできないそういう

ものを社会で保障する公的に保障するというそ

ういうふうな形で社会保障と歴史というのは発

展してきたわけです。

質問にもあったように半強制的に地域のいろ
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ぎなくて社会保障じゃない。社会保障というの

は国や自治体が責任をもつ。そこで決めていく

ことに高齢者自身がこういうふうにしてほしい

こういうことを願っているんだということを言

っていくこのことこそが国連や人権宣言で言っ

ている参加ですよということをまとめて下さっ

て。私が言いそびれていたところでありがとう

ございます。

んな活動に参加させられるような感じになって

いるというのは今の政権自体が自助、 自己責任

でひろげて互助とか共助というような形で基本

的には自己責任、家族責任というのがあってそ

れを歴史的に発展してきた社会保障というのを

押し戻そうとしているそれにとってかわろうと

している。

そういう介護保険政策が中心ですけれどそう

いう中でこういう疑問が出てくると思います。

今まで築き上げてきた公的な責任、社会保障と

いうものを国、あるいは自治体がどういうふう

に保障していくかというのを中心に積み重ねて

いかなきやイカンという中で自分たち地域の責

任という中でこういうことが起こっている。人

間本来お互いに助け合うという気持ちは持って

いるものなんですけれど、それはあくまで自己

決定、 自主的にやるということでやっていくの

であって基本的な人権というのは積み上げられ

てきた社会保障というそこにあるということで

政策が絡んでくるのでこういう質問はたくさん

出てくると思うのですがそういうところで今日

の鈴木先生の話と合わせてよく理解できまし

た。ありがとうございました。

(長友）

国や自治体が責任をもって整備しないといけ

ないという、村瀬さんはその自治体の職員とし

て長年、三重県職員として勤めた後、長年、本

学でも授業をしていただいていたんですけれど

今日の話にも出てきた福祉事務所長もされてい

たので、先ほどの話も踏まえて補足いただきま

した。確かに鈴木さんが言われたように参加と

言われても上から無理やり参加しろと言われる

参加で助け合えというのが出てきている一方

で、 自治ということも大事ですしその辺りの兼

ね合いというのも出てくるのかなというふうに

思いますね。政策的にはそこをうまく使うとい

う言い方は悪いですがそういういう側面もある

んですよね。他にいかがですか？

(鈴木）

ありがとうございます。今話の整理をしてく

ださって、政策のトリックの話をしてくれたの

かなと思います。私が質問者さんのところで言

えなかったことを言ってくださったと思うんで

すが、今、高齢者も社会参加をしましょうとい

うと高齢者も地域で支える側にみたいに共生社

会とかわが事丸ごとみたいなあのあたりの話の

トリックを村瀬さんが言ってくれました。

政策で今言っているのは高齢者の参加って今

言っているけれど、人権保障で言っている参加

ではなくあなた達も社会保障の費用が掛からな

いようにボランティアで地域のために福祉活動

してくださいみたいな話なんですよね。そのこ

とが結果的にもあなた達の介護予防にもなりま

すからなるべくお金をかけないですむためには

高齢者がボランティアをし、そのことで介護予

防をしましょうと、それが村瀬さんが言ってく

れたようにそんなの自助、共助、互助にしか過

(学生一質問5）

あまり関係ないのですけれど、こういうよう

な場で大学生が出す質問って先生方からはどう

思われているんだろうというのが気になってし

まって。この子こんな質問書いているけれど全

然勉強していないなとか思うことってないです

か？

(鈴木）

良い質問ですよ。これは大人がそれぞれ答え

ていった方がいいですね！私は愛媛大の教員な

ので学生は基本的に勉強をしていないという現

実を知っていますので、こんなこと聞いてと思

うことは本当にないです。 さすがに生存権って

あるんですか!？って聞かれたら一応、ちやんと

本は読んでねという大原則はありますし日本国

憲法なんて知りませんでしたなんて言われたら

驚くけれど、でも質問者さんが書いてくれたり
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こういう場で少なくとも今日皆さんが出してく

れた質問で嫌な気持ちになることは1ミリもあ

りません。私たちの仕事はみなさんが分かりた

いと思っていることになるべく答えることなの

で勉強している人しか聞けない授業だとつまら

ないですよ。私はそう思っています。では次に

長友さん。

先ほどお答えいただいた3つ目の質問の基本法

の対策という文言を変えないといけないんじや

ないのかというのは先週の井上先生の講演を聞

いてから障害者というより固有のニーズという

言い方を広めようと言っていたように対策基本

法の対策っていう言葉の表現が相応しくないん

じやないか、人に対して使う言葉なのかなって

思うところでの質問でした。

(長友）

先生に同じくです。分からないから大学に来

るのであって、 自分もそうだったし、分からな

いことを素直に言っていただいたら頑張って答

えようと思いますし、 自分が分からないからち

ょっとずつ勉強してきたところもあるので、む

しろ自分が想像していなかった質問が来るとす

ごいなと思います。素朴な質問に本質をとらえ

る質問があったりするので言い換えればしよう

もない質問というのは全くないです。先ほども

鐘ヶ江さんや村瀬さん、寺崎さんも皆さんの質

問を見て驚いたとおつしやっていたのでそうい

う質問が出ているということが大事なのではな

いでしょうか。

(鐘ケ江）

その通りだと思いますよ。災害対策ならわか

るけれども高齢者の存在を害であるかのような

対策とは何事かと思います。全くその通りで

す。若い人からこういうふうな指摘があると逆

に励まされますよ。

(寺崎）

私も同感です。障害者差別禁止法が随分前に

できてその結果障害者の自立支援法ができまし

たよね。その自立支援法は非常にまずい内容が

あって当事者という言い方をすればいいのかわ

かりませんが、障害を持った方たちがそれを政

府と議論をして基本合意というものを結びなが

ら障害者の総合支援法に変えていくというも

の、それは高齢者の立場から言えば障害者の方

たちは一歩も二歩も進んで国内法の整備をされ

ている。

私たちは高齢を迎える時に彼らから学ぶこと

が本当に多い法律の名前がどうかということに

も本質を突いた内容に彼らは自分たちが生きる

ための権利を保障してもらうために真正面から

政府と交渉して変えていったというここは一番

大事なことで高齢者が増えたら数の上では強者

になるはずなんです。

65歳以上が3人に1人になったら相当意見

が言えるはずなんですが余りもの価値の低いも

のにしかみられていないということは非常に憤

慨しますし、障害を持った人たちが総合支援法

に変えていく流れは私たちがこれから追いかけ

ていかなきやならないことかなと生活保護の問

題についてもそうだなと思って聞いていまし

た。ありがとうございました。

(鐘ヶ江）

この質問の中で3番目の高齢社会対策基本法

について対策というのを変えた方がいいと言っ

ているでしよ？全く同感なんです。よくこうい

うことを気が付いたなというふうに感心しまし

た。だから不勉強だなんて僕らからみるととて

もじやないけれど思えない。高齢者の人権宣言

のための高齢者を中心とした学習会で何回かや

っていますが、なかなか質問ってでないです

よ。こんなに質問が出たのは初めてです。皆さ

ん素晴らしいですから自信をもって分からない

ことはどんどん聞くそして勉強をするというふ

うにしてもらったらいいと思います。

(長友）

ありがとうございます。質問者さんどうでし

ょうか？

(学生一質問5）

ありがとうございます。少し安心しました。
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一言ご感想をいただいて終わろうかと思います

のでお願いします。

(長友）

ありがとうございます。他はよろしいです

か？

(鈴木）

みなさんありがとうございました。本当にみ

なさんたちといろんなことを一緒に考えられて

私も本当に精進しようと思いますし、皆さんは

コロナ禍で学生時代を過ごしたからこそのいい

ソーシャルワーカーに人権というものをちやん

とわかって実践できる方になって下さるだろう

と思いますのでこれからも頑張ってください。

(学生一質問6）

鈴木先生がエッセンシャルワーカーの人たち

がスペインの事件とかで老人の人たちを施設に

残していくようなことがあって、でもそれは残

していった人たちも後悔していると思うという

発言を聞いて私は事件の記事を読んでなんて酷

いことをするんだろうというコロナだから差別

とかをしていいとみんな思っているんだなとい

う意見しか出なかったんですけれど鈴木先生は

残していった人たちも後悔していると思うとい

うふうにおつしやって、こういう考え方もある

んだなと今日の鈴木先生のお話を聞いて考え方

というか思考というかすべて新鮮というかいい

意味でとても刺激になって質問を思う間もなく

なるほどなるほどとずっと思っていて私もまだ

まだ勉強不足なのでこういう視点を持てること

がすごく大事なんだなと思った時間でした。あ

りがとうございました。

(長友）

それではありがとうございました。
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ございきした
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(鈴木）

ありがとうございました。そうやって感想を

いただくことが私もそう考えてくれたんだと思

って私も光栄です。

(長友）

他どうでしょうか？それでは鈴木先生ここま

でのところで鐘ヶ江さんはじめみなさんからも

お話がありましたし学生の質問もありましたが

(終了）

編集後記

今号では、第63回地域問題研究交流集会の様子を書き起こし形式でお送りします。内容としては

前号に掲載された第62回研究交流集会と連続している部分がありますので、前号とあわせて通読し

ていただけますと人権という重要なテーマに対して、考えを深めるきっかけを得ていただけるかと

思います。 (A.T) D

I

I
~~ ~~~~~ ~~
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